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YAOアドプト環境美化活動 に関する取り扱い基準  

 

( 甲 活動者 、 乙 八尾市 ) 

 

 

 (公園関係) 

1．甲は、公園等の使用について都市公園法、八尾市都市公園条例及び八尾市児童遊園、

ちびっこ広場の設置にかかる条例等を遵守し善良な使用を図るものとする。 

2．乙は、公園内の遊具施設等の管理を行う。 

3．乙は、公園内に便所が設置してある場合、週一回程度、清掃を行うものとする。 

4．甲は、可能な限りにおいて公園等の樹木への灌水を行うものとする。 

5．甲は、乙の許可なくして公園等の形態を変更しないこと。 

また、工作物を設置する場合も同様とする。 

6．甲は、公園等を使用して行事、催し物を行う場合、乙の許可を得るものとする。 

ただし、乙が第三者に使用許可を与える場合、甲に確認を行うものとする。 

7．乙が、公園等を廃止する場合、甲はその指示に従うものとする。 

8．乙への要望、連絡事項は、甲を通じて行うものとする。 

9．公園内の活動に伴い用具庫が必要な場合、すでに公園内に設置されているときは譲り

合って使用するものとする。また、用具庫がない場合は甲・乙双方協議するものとす

る。 

10．乙は、用具庫の鍵を甲の代表者に手渡し、甲は施解錠の管理を行うものとする。 

 

(道路、水路・河川関係 共通事項) 

1．乙は、道路、水路・河川の管理を行う。 

2．甲は、乙の許可なくして道路、水路・河川の形態を変更できない。 

3．甲は、道路、水路・河川を使用して行事等を行う場合、乙の許可を得るものとする。 

4．甲は、道路、水路・河川に何らかの異常が認められたときは乙に連絡するものとする。 

5．甲は、新たに植樹する樹木、草花等の品種等については、事前に乙と協議し承認を受

けなければならない。 

6．乙は、管理上やむをえない事情により、樹木、草花を除去する必要が生じたとき、甲

に理由を示し、除去することができるものとする。 

 


